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徳島県発達障がい者支援地域協議会設置要綱

（設置）

第１条 発達障がい者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した

支援を行うため、発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第１９条の２第１項

の規定に基づき、医療、福祉、教育及び労働の関係部局、大学、親の会等の関係者から

なる「発達障がい者支援地域協議会」（以下「協議会」という。）を置く。

（協議事項）

第２条 この協議会は、発達障がい者への支援のため次の事項について協議等を行う。

（１） 発達障がい者支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

（２） 地域の実情に応じた発達障がい者の支援体制の整備に関すること。

（３） その他発達障がい者の支援の充実に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 協議会は、会長、副会長、その他の委員をもって構成する。

２ 委員は、徳島県知事が委嘱する。

３ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。

（委員の任期等）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会議の運営）

第５条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

（関係者の出席）

第６条 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

（検討部会・ワーキンググループ）

第７条 協議会の円滑かつ効率的な運営に資するため、また、実質的な検討作業を行うた

めに検討部会（ワーキンググループ）を置くことができる。



（事務局）

第８条 協議会に関する事務は、保健福祉部障がい福祉課及び発達障がい者総合支援セン

ターにおいて処理する。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。



区    分 所　属 ・ 職　名 氏　　　　名氏 名

徳島赤十字ひのみね総合療育センター　顧問 橋 本 俊 顕

徳島県医師会 井 﨑 ゆ み 子

徳島県精神科病院協会　会長 櫻 木 章 司

徳島県精神保健福祉士会 岡 本 訓 代

鳴門教育大学大学院　教授 大 谷 博 俊

徳島大学大学院　教授 奥 田 紀 久 子

四国大学　教授 前 田 宏 治

徳島文理大学　准教授 冨 樫 敏 彦

親 の 会 徳島県自閉症協会　会長 島 優 子

児童発達支援センター ねむのき　施設長 桒 原 優 子

徳島労働局職業安定部職業対策課　課長 寒 川 浩 治

徳島障害者職業センター　所長 藤 村 真 樹

愛育会地域生活総合支援センター　所長 堤 美 代 子

徳島市立八万幼稚園　園長 大 石 恵 子

鳴門市第一中学校　校長 三 浦 克 彦

徳島市城西中学校　校長 小 川 善 弘

徳島中央高等学校　校長 大 住 満 寿 夫

国府支援学校　校長 橋 本 敦 子

保 育 所 今津こどもセンター　所長 𠮷  本　 る  り  子

市 長 会 徳島市保健センター　所長補佐 森 史 子

町 村 会 那賀町保健センター長 露 元 栄 子

○オブザーバー

濵 田 正 子特定非営利活動法人　オーティの会　理事長

教育委員会
（学校関係）

徳島県発達障がい者支援地域協議会委員名簿

令和２年４月１日現在

医　　療

福　　祉

大　　学

労働部局



【資料１－１】

１．発達障がい支援機能強化事業

ＮＯ． 事業名 内容

① 連携診療（ひのみね総合療育センター小児科診療枠確保と同行支援）

② 小児科相談

③ 精神科相談

④ 一般相談（心理検査・発達検査・移動相談含む）

⑤
発達障がい者ピアグループ育成事業ひととき（当事者の生活の質の向上と自
立支援）

⑥
発達障がい者ピアグループ育成事業ほっと会（当事者の生活の質の向上と自
立支援）

⑦ 家族サポート教室（心理的教育アプローチによるグループワーク）

⑧ 子育てサポート教室「のびっ子学級」

⑨ 子育てサポート教室「すくすく教室」　（ペアレントトレーニング）

⑩ 子育てサポートミニ講座

⑪ グループ相談会

⑫ ペアレント・メンターによる啓発

⑬ ペアレント・メンター活動バックアップ

⑭ ＦＡ（フリーアクティビティ　生活リズムの改善と就労準備訓練）

⑮ みなと高等学園作業体験

⑯ 西部テクノスクール作業体験

⑰ ジョブトレ職場実習

⑱ 就労継続ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業

⑲ モデル高校での研修

⑳ 自己理解や就労準備のための情報提供

㉑ 知識や対応スキルの普及

㉒ 個別相談

㉓ 自立・就労応援講座

㉔ 就労・定着応援講座

7 発達障害啓発週間関連事業 ㉕

8 暮らしやすい徳島づくり加速事業 ㉖

㉗ 発達障がい者地域支援マネジャーの配置

㉘ 発達障がい者支援専門員の養成

㉙ 発達障がいサポーターの登録

㉚ 関係者研修による支援者のスキルアップ（センター主催）

㉛ 医療との連携

㉜ 他機関会議への出席（会議でのスーパーバイズ）

㉝ 「発達凸凹サポートチーム」現場派遣事業

㉞ 発達凸凹出前講座・機関コンサルテーション

㉟ 地域啓発研修事業（3圏域での研修及び啓発）

㊱ 発達障がい児早期発見体制支援事業モデル市町村支援及び研修

10 災害時発達障がい者サポート体制強化事業 ㊲

11 職員の資質の向上 ㊳

㊴ 一次的な相談窓口の周知(サポートガイドの作成）

㊵ 相談者記入シートの活用

㊶
発達障がい者支援地域協議会（発達障がい者支援に関する施策の総合的、計
画的な推進のための体制整備）

㊷ 発達障がい者支援西部圏域調整会議（関係機関の連携強化）

㊸ 児童発達支援センター連絡協議会

㊹ 連携体制の充実

㊺ 災害用備蓄品整備

㊻ 乳幼児の一時保育

２．かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修事業

1
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4 発達障がい者就労移行サポート事業

5 モデル高校との連携事業

6 就労応援講座事業

4
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発

5
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修

9 支援者支援の強化事業

6
連
携

12 地域支援機能強化仕組みづくり事業

13 体制整備

14 ゾーン連携事業

随時

随時

随時

随時

随時

随時



どんなことするの？

①テーマトーク(午後2時から3時まで）

「好きなマンガやアニメは何ですか？」

「最近のよかったこと」など

いくつかのテーマをもとに話します

※パスできます

（休憩）

②フリートーク（午後3時から4時まで）

参加者が自由に話してもいいし、興味が

あるものを持参して語ったりします

決まりごとはあるの？

・ここはコミュニケーションに課題を感じている人の集ま
りです。参加することで気持ちが揺れることもあります
が、それは誰に取っても起こりうることです。色々な気
持ちを受け入れていきましょう。

・プライベートな内容は、人に聞いたり話したりしないで
おきましょう（住所、家族構成、仕事など）

・言いたくないときはパスできます

・グループで話された個人のひみつを守りましょう

参加したいんですけど…

参加を希望される方はスタッフに

お申し付けください

開催場所はハナミズキ会議室です

担当：谷口・大島

県発達障がい者総合支援センター

ハナミズキ

いつやってるの？

4/8（水） 5/13（水）

6/10（水） 7/8（水）

8/12（水） 9/9（水）

10/14（水） 11/11（水）

12/9（水） 1/13（水）

2/10（水） 3/10（水）

午後2時から4時まで

同じ悩みを抱えた人が同じ時間と空間を共有すること
出会いの中のオススメ

発達の凸凹のある当事者たちの集まり

コミュニケーションに課題を感じている人の集まりです

ゆったりとした時間の中で、コミュニケーションについていっしょに考えてみませんか

2020年度



どんなことするの？

①テーマトーク ※パスできます

いくつかのテーマをもとに話します

「最近みた映画やアニメは何ですか？」

「最近の楽しかったことは？」など

（休憩）

②フリートーク

参加者が自由に話してもいいし、

興味があるものを持参して語ったりします

決まりごとはあるの？

・参加することで気持ちが揺れることもありますが、
それは誰に取っても起こりうることです
色々な気持ちを受け入れていきましょう

・プライベートな内容は、人に聞いたり話したりしない
でおきましょう（住所、家族構成、仕事など）

・言いたくないときはパスできます

・グループで話された個人のひみつを守りましょう

参加したいんですけど…

参加を希望される方はスタッフに

お申し付けください

開催場所はアイリス会議室です

担当：小出

県発達障がい者総合支援センター

アイリス

いつやってるの？

午後3時30分～5時まで

6/26(金) 8/21(金)

10/16(金) 12/18(金)

2/19（金）

2020年度

発達の凸凹のある当事者たちの集まり

ひととき ～アイリス版～
コミュニケーションに課題を感じている人の集まりです

ゆったりとした時間の中で、コミュニケーションについて考えてみませんか

同じ悩みを抱えた人が同じ時間と空間を共有すること
出会いの中のオススメ



子 育 て サ ポ ー ト 推 進 事 業

子育てサポート
ミニ講座

子育てサポート教室
「のびっ子学級」

子育てサポート教室
「すくすく教室」
ペアレントトレーニング

（R3新）子育てサポート教室
ペアレントプログラム

ペアレントプログラムやペアレントトレーニングのプレ
講座として、ペアレント・メンターと一緒に地域の子育

て支援の場に出向き、ほめ方講座を実施しています。

ペアレントトレーニングよりも簡易な内容で取り組むこと
ができるペアレントプログラムを実施することで保護者
支援の充実に繋げるとともに、ペアレントプログラムの

普及を図りたいと考えています。

親子での遊びを通し、我が子への理解を深めてもらう
とともに、子育てに役立つ様々な情報を提供していま
す。またピアサポートの場とし、ペアレント・メンター

との交流の機会も設けています。

我が子へのより良い関わり方
や気になる行動への効果的な
対応方法について学んでいま
す。また、ペアレント・メンタ
ーとの交流の機会を設けてい

ます。

ペアレント・メンターととも

に子育て支援の場に出向く
ことにより、発達障がいの啓
発だけでなく保護者の気づき
の支援を目的にしています。

ペアレント・メンター

発達障がいのある子ども
を持つ先輩保護者で
「信頼できる相談相手」

発達障がい児の保護者は、孤独感や不安、大きなストレス
を抱えている場合が多いと言われています。保護者自身
が支援を受けられる機会の充実と、地域での保護者支援

の充実が図れるよう取り組んでいます。

徳島県発達障がい者総合支援センター

～保護者支援の機会確保や支援体制の充実に向けた取り組みを進めています～
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『モデル高校との連携事業』

１ 事業の目的

発達障がいの特性が明らかであっても本人や家族が自覚することなく、また、本人に自覚が

あったとしても家族が受容できずに、進学や一般就労を目指す方が多くおられます。しかし、

就職活動ができない、就職したとしても職場に適応できず、すぐに離職し、自信を失い、ひき

こもってしまう場合もあります。

本事業では、在学中に自己の特性を理解する機会を持ち、少しでも本人に合った職種や働き

方の選択ができるよう支援することで職場定着を図り、離職やひきこもりの防止を目指します。

２ 本事業の背景

新規学校卒業就職者（一般就労）の 3年以内の離職率は、高卒 40.8%、短大卒 41.3%、大卒 32.2%
（H26年厚生労働省発表）と、4割に上る者が 3年以内に仕事を辞めています。
また、発達障がいの診断があるなど、自己の特性を自覚している場合でも一般就労を希望す

る者は多いですが、1 年後の定着率は 33.3%（H29 年障害者職業総合センター「障害者の就労
状況等に関する調査研究」）との調査報告が有り、職場定着については重要な課題となっていま

す。（参考：障害者雇用の 1年後の定着率は 79.5%）
このような状況の背景には、当事者自身が自己理解ができていない、または不十分のまま就

職していることが大きな要因であると考えられており、特性に合った職業選択のためには、自

己理解支援が必要不可欠であると考えられます。

そこで、当センターではモデル高校を選定し、モデル高校教員と連携し、発達障がい特性を

有している高校生への支援として、在学中に本人が自己の特性を理解する機会を持ち、少しで

も本人に合った職種や働き方の選択が可能になることを目標に本事業の実施を計画しておりま

す。

３ 事業内容

圏域ごとにモデル校を設置し、モデル校教員と連携を密に図りながら事業を推進します。

対 象 回 数 内 容

① 教職員 各校 1回 発達障がいについての基礎的な知識や実用的な知識。

そして、対応スキルを学ぶ。

※講師：鳴門教育大学 小倉正義准 教授

随時 ※必要に応じて当センター職員によるフォローアッ

プ研修を実施する。

② 発達特性のある生徒 随時 当事者である生徒の自己理解や就労準備等について

（及び周囲にいる生徒） の情報提供。

また、周囲の生徒さんに対しても、発達障がいにつ

いての適切な理解と当事者への関わり方に関する情

報提供を行う。

③ 家族 随時 発達障がいについての基礎的な知識や実用的な知識。

そして、対応スキルを学ぶ。

④ 教職員、生徒（当事者お 随時 個別相談

よび周囲の生徒）、保護者、 ※相談場所や相談方法については個々の状況によっ

支援者等 て対応を工夫していきます。

※個別相談は、発達障がい者総合支援センター職員

が対応します。
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４ モデル校の選定

①東部、南部、西部の各圏域から 1校モデル校を選定します。（昨年度対象になった高校は除く）
②対象となる高校は、県下の高等学校です。

③選定の基準は、本事業の主旨をご理解いただいた本事業の実施を希望する高校のうち、支援

効果が期待できると判断される高校を優先して選ばせていただきます。

④ 8月中に各校に案内を送付させていただき 9月中旬頃に応募締め切りとさせていただきます。

５ 令和元年度事業実績

①教職員向け研修会（外部講師：鳴門教育大学 井上とも子教授）

穴吹高等学校 1回 10名
那賀高等学校 1回 25名
川島高等学校 1回 21名

②教職員研修フォローアップ（梅﨑）

穴吹高等学校 2回 2/7（13名）3/7（11名）
那賀高等学校 1回 10名
川島高等学校 1回 6名

６ 令和元年度事業実施効果と課題

①効果

教職員研修会を実施することによって、高校教員が発達障がいの特性のみならず、高校と

いうライフステージでの課題とそれに対する支援の要点について学んで頂くことが出来た。

また、教職員研修のフォローアップの実施により、単発の研修だけではなく、ある程度継

続的な研修やコンサルテーションが必要であるという認識や、相談機関には相談機関の役割

が有り、高校教員には高校教員にしか出来ない支援があるという理解が深まり、それぞれの

機関の役割分担や責任を持つ領域についての理解が一部の教職員の方は持つことが出来るよ

うになった。

②課題

教職員の知識の向上には寄与したが、実際に対応している生徒やその保護者に対して、具

体的にどのように関わっていけば良いのかについては対応が追いついていかない。

また、対象となる生徒の数が想定以上に多く、一般の高校教育の範囲を超えている状況に

あると思われる高校もあった。

また、本人自身以上に保護者が障がい受容が難しいケースが多数見受けられるため、生徒

や保護者に対して自己理解や障がい受容が可能となるアプローチの研究が必要とである。

７ 令和 2年度実施状況等
①選考高校（及び連携予定業務）

東部県域：阿波西高等学校（外部講師による教職員研修＋個別相談＋事例検討会）

南部県域：小松島西高等学校（外部講師による教職員研修）

西部県域：池田高等学校三好校（外部講師による教職員研修＋研究授業への助言等）

②教職員向け研修実施状況（鳴門教育大学 小倉正義准教授：各高等学校 1回実施予定）
東部県域：阿波西高等学校⇒令和 3年 1月 18日(月)実施予定
南部県域：小松島西高等学校⇒令和 3年 1月 12日(火)実施予定
西部県域：池田高等学校三好校⇒令和 2年 12月 9日(水)実施（18名）
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就学期における支援の充実

   ①就学期における発見と支援

概　要 取　組
プラン

開始年度
H31（R元）実績 R2 12.1中間実績

○就学支援の充実

・市町村教育支援委員会の機能充実
・市町村教育支援委員会の調査員へ
の研修を実施

H27 年4回実施　のべ242人参加 新コロナウィルス対策のため中止

・地域特別支援連携協議会の活用
・就学前の幼児に関する個別の支援
計画の作成・活用推進

H27

作成の必要な幼児児童生徒が在籍
している認定こども園・幼稚園及び
小・中・高校では作成率９８．７％(作
成校／在籍校)(H３０実績)

Ｒ３．１調査予定

○校種間の円滑な引継ぎ
・各学校間の「個別の教育支援計画」引継ぎ ・個別の教育支援計画の活用推進

H27
特別支援教育コーディネーター研
修等で引継ぎを推進

特別支援教育コーディネーター研
修等で引継ぎを推進

・個別の指導計画の作成・活用推進
H27

特別支援教育コーディネーター研
修等で引継ぎを推進

特別支援教育コーディネーター研
修等で引継ぎを推進

   ②就学期における支援体制の整備

概　要 取　組
プラン

開始年度
H31（R元）実績 R2 12.1中間実績

○幼・小・中学校での取組

・「ポジティブな行動支援」の考え方の浸透を図り，
各園・学校全体でその取組を推進

・県下全域への拡充 H27
実施園・校４１％（145校・園／353
校・園）

新型コロナウィルス対策により一部
研修中止があったため理解啓発に
影響あり。3月末集計

・一人ひとりの学習上のつまずきに応じた自律型学
習教材の作成と活用推進

・小学校の国語・算数を主とした教材
作成

H27 問題数　3893問（累積） 3月末集計

○高等学校での取組

・高等学校において「自立活動」の内容を取り入れ
た活動の実践を推進

・「自立活動」等の指導が必要な生徒
が在籍する高等学校における特別な
指導の実施

H27
「自立活動」の内容を取り入れた指
導時間を設けている高等学校  11校
「通級による指導」実施校  1校

自立活動実施校調査　1月
「通級による指導」実施校　１校
発達障がい教育研究会 12／11開
催

○特別支援学校での取組

・児童生徒が将来にわたって地域で活躍できる力
の育成

・地域へのボランティア参加 H27 実施校8校 実施校8校

・生徒の働きたい想いに応える就労支援の充実
・とくしま特別支援学校技能検定の実
施

H27 受検者数　1,626人 2月末集計

・「ゆめチャレンジフェスティパル」の実
施

H27 年2回　計生徒104名　企業61社 新型コロナウィルス対策により中止

・文化・芸術活動及び体育・スポーツ活動の充実
・アート作品制作及びパラリンピック種
目であるボッチャの普及促進

H27
きらめきアート展　出品数  737点
5日間　1，423人来場
ボッチャ実施校　11校

きらめきアート展　web開催
令和３年２月１７日（水）ー３月３１日
（水）
https://kirameki.tokushima-
ec.ed.jp
ボッチャ実施校　11校
リモートボッチャ大会（県内3校）

・消費者教育，「エシカル消費」の推進 ・消費者教育の推進 H27 実施校11校 実施校11校

・主権者教育の推進 ・地域の特産品をいかした新商品の開
発

H27 実施校3校 実施校3校

・特別支援学校を拠点としたリサイクル
活動の実施

H27 実施校11校 実施校11校

・主権者教育の学習活動実施 H27 実施校11校 実施校11校

○インクルーシブな教育体制の強化

・地域特別支援連携協議会の活用 ・特別支援教育体制強化 H27
地域特別支援連携協議会連絡会参
加者32人

地域特別支援連携協議会連絡会
中止
資料提供による情報共有

・学識経験者と連携し，特別支援学校教員の専門
性向上の取組を推進

・「発達障がい教育・自立促進アドバイ
ザー」チームと連携した実践研究の推
進

H27 実践研究数　1９事例 実践研究数　２１事例（予定）

・特別支援教育に関する専門性の向上のたるICT
活用による教員用e-ラーニングの開発・活用

・e-ラーニング教材の開発と各教員研
修等での活用

H27
ｅ-ラーニング問題　958問（累積）
アクセス件数　6，920件

3月末調査

概　要 取り組み
プラン

開始年度
H31（R元）実績 R2 12.1中間実績

○発達障がいの理解促進 H27

・本人，保護者，支援者の理解促進 ・発達障がいに関する研修会の実施 H27 特別支援教育講演会　1回　266人 特別支援教育講演会　1回　355人

発達障がい関連施策の実施状況について

徳島県教育委員会　特別支援教育課


























































































































































































































































